
（ 公 印 省 略 ） 

令和2年7月29日 

保護者の皆様   

館林市教育委員会 

                                                   教育長 小野  定 

    

夏季休業中における新型コロナウイルス感染症の予防についてのお願い 

 

日頃より、保護者の皆様には本市の教育にご理解・ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症については、未だ収束の兆しが見られず、東京都では感染が拡

大し、隣接県等にも広がりを見せるなど、感染の第２波が懸念されているところであります。 

つきましては、新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、夏季休業中も各ご家庭において、

児童生徒の健康安全面に配慮した感染予防の徹底をお願いいたします。 

保護者の皆様には負担をおかけしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

1 健康管理の徹底 

◯家庭生活においても、左図「新しい生活様式の実践例」 

 を参考に、基本的な感染対策の継続をお願いします。 

◯学校より配付された「健康観察カード」を用いて、お子 

  様の健康管理をお願いいたします。また、裏面の行動 

記録確認表についても併せて、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

◯発熱やだるさなどの風邪の症状が見られる児童生徒は、   

学習相談や部活動等への参加を見合わせ、自宅で休養  

してください。 

◯夏季休業期間中（学校閉庁期間を除く）も教職員は学校 

で勤務しておりますので、ご不明な点は各学校にお問 

い合わせください。 

◯お子様が、ＰＣＲ検査を受けることになった場合や、濃 

  厚接触者となった場合は、速やかに教育委員会【72－ 

  4111（内線２２８）】にご連絡ください。 

 

２ その他 

お子様の健康面等で心配な点がございましたら、ためらわず下記相談窓口へご連絡ください。 

【子ども相談室（館林市教育委員会）】 電 話：０２７６－７３－４１５２（学校閉庁期間を除く）    

メール：seishonen@city.tatebayashi.gunma.jp 

【２４時間子供ＳＯＳダイヤル（文部科学省）】 電 話：０１２０－０－７８３１０ 

【子ども教育・子育て相談（群馬県総合教育センター）】 電 話：０２７０－２６－９２００ 

 

 

 

厚生労働省ホームページより 

担当：学校教育課 指導係  
TEL：０２７６－７２－４１１１（内228） 
FAX：０２７６－７４－９６７７ 

【裏面へ】 

月日 行動記録
外出時における
マスクの
着用

8月3日
14時から●●町で買い物
18時から家族と外食

〇

8月4日
10時30分から〇〇市に自家用車で移動
12時から昼食（外食）

〇

（行動記録確認表への記入例）

mailto:seishonen@city.tatebayashi.gunma.jp


 

外出時
がいしゅつじ

における

マスクの着用
ちゃくよう

〇→あり　×→なし

8 月 1 日 （ 土 ）

8 月 2 日 （ 日 ）

8 月 3 日 （ 月 ）

8 月 4 日 （ 火 ）

8 月 5 日 （ 水 ）

8 月 6 日 （ 木 ）

8 月 7 日 （ 金 ）

8 月 8 日 （ 土 ）

8 月 9 日 （ 日 ）

8 月 10 日 （ 月 ）

8 月 11 日 （ 火 ）

8 月 12 日 （ 水 ）

8 月 13 日 （ 木 ）

8 月 14 日 （ 金 ）

8 月 15 日 （ 土 ）

8 月 16 日 （ 日 ）

8 月 17 日 （ 月 ）

8 月 18 日 （ 火 ）

8 月 19 日 （ 水 ）

8 月 20 日 （ 木 ）

8 月 21 日 （ 金 ）

8 月 22 日 （ 土 ）

8 月 23 日 （ 日 ）

①

②

夏季休業中の行動記録確認表

本用紙は、学校に提出していただく必要はありません。

お子様がより一層「新しい生活様式」を意識した家庭生活がおくれるよう、学校から配付される「健康観察
カード」と併せてご活用ください。

月日 行動
こうどう

記録
きろく

備考
びこう


